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函館地方裁判所委員会（第２８回）及び函館家庭裁判所委員会（第２８回）議事概要 

（函館地方・家庭裁判所委員会事務局） 

 

１ 日時 

  平成２７年１月１９日（月）午後３時００分～午後４時４５分 

 

２ 場所 

  函館地方・家庭裁判所５階大会議室 

 

３ 出席者（敬称略） 

（地裁委員）海老憲一，落合京子，河内孝善，川嶋信義，澁田孝，植松直，鈴木尚久 

（家裁委員）岡田潔，末次一郎，竹下裕子，西谷小百合，毛利悦子，栁川厚史，柳順

也，佐藤卓生 

（兼務委員）荒井徹伊，甲斐哲彦 

（地裁事務局）事務局長末神克之，事務局次長柴田茂樹，総務課長大橋里美，会計課長

 勢上晃浩，総務課課長補佐山形英世 

（家裁事務局）事務局長山田勉，事務局次長村上庫二，総務課長馬籠寿幸 

 

４ 議題 

「函館地家裁庁舎の防災対策について」 

 

５ 机上配布資料 

（１）資料１ 防災応急マニュアル（抜粋） 

（２）資料２ ハザードマップ（函館市作成） 

（３）資料３ 防火・防災管理要綱別紙３ 

（４）資料４ 防火・防災管理要綱別紙４ 

（５）資料５ 函館地方・家庭裁判所業務継続計画別紙３ 

（６）資料６ 防災訓練フロー 

 

６ 議事 

（１）開会宣言（総務課長） 

（２）函館地家裁庁舎の防災対策について 

（事務局から次の事項について説明を行った。） 

・立地条件，構造等 

・当庁における防災対策の目的 

・防災に関するルールづくり 

・防災訓練 

（３）意見交換 

 （委員長） 

      それでは意見交換に入りたいと思います。 
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まず御意見を伺いたいのは，当庁のように不特定多数の来庁者が庁内にいる

場合に，災害時にどのようにしてスムーズに人数や所在や状況などを把握し，

避難誘導させることができるのかという点です。裁判所には，裁判を行うため

の法廷，調停などを行う調停室，協議会などを行う会議室，刑事事件の被告人

や被疑者などを一時的に収容するスペースなど，多数の事件関係室があり，災

害時には，避難誘導のために，できる限り速やかに状況を把握することが必要

になります。現時点では，そのような場合に，本部の指示の下で，館内放送で

呼び掛けたり，各階の避難誘導班がロビーやトイレ内の状況などを確認する他，

各部署が自ら使用する部屋の状況を確認し，本部と連携を取りながら，救護あ

るいは避難誘導に結びつけることを考えておりますが，これで十分なのか，あ

るいは他にどのような方策が考えられるかなど，御意見をお聞かせいただけれ

ばと思います。 

 （委員） 

      私が勤務する職場では，災害が職場の建物限定か，もっと大規模なものかに

もよりますが，各部署に避難誘導担当が決まっていて，庁舎内放送に従いつつ

担当者の誘導によって避難することになります。避難責任者は，事務室やトイ

レを確認して最後に避難し，避難後に人数も報告するという役割を担っていま

す。 

（委員） 

私の勤務しているホテルは，津波避難ビルの指定がなされていません。それ

は，人が多く住んでいる住宅地から国道を渡って来る必要があり，危険だとい

う判断によるものです。 

また，例えば火災の場合，どの部屋にも人がいないことを確認する必要があ

ります。裁判所も人海戦術で人を探すことになると思います。ホテルの外に避

難した後，冬場は寒いので，近隣のホテルと連携して，無事なホテルの大広間

などに入れてもらうことになっています。 

地震等の災害時は，エレベーターが止まり，その管理会社には電話が殺到す

ると思われますので，普段から打ち合わせておいて，どのように迅速に復旧す

るか検討しておく必要があると思います。 

大学の先生等の有識者を招いた勉強会では，３階以上ならある程度大きな津

波も大丈夫だが，外に出て逃げると津波に飲み込まれるとの話がありました。 

 （委員長） 

      次に，勤務時間外あるいは勤務時間中でも休暇や出張中の職員がいる際など

に災害が発生した場合に，職員の安否確認をどのように行うかが問題になりま

す。裁判所では，個人情報の保護の観点等から職員の携帯電話番号やメールア

ドレス等の連絡先を組織的には把握しておらず，マニュアルの「安否報告」に

あるとおり，災害時は職員の側からメールや電話など複数の手段を選択して上

司に連絡をすることになっています。また，職員には，「災害発生時ポケット

マニュアル」を常時携帯するように指導しています。 

この連絡がどのようにすれば徹底されるのか，あるいは，他により良い方法
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があるのか等，御意見をいただきたいと思います。 

 （委員） 

全国の検察庁では，職員の安否確認のため，従前は伝言ダイヤルを利用して

いましたが，平成２４年から警備会社の安否確認サービスを利用しています。

年度替わりに連絡先を登録しておけば，災害時に警備会社から職員にメールを

配信して安否確認を行います。例えば，震度６弱というように事前に決めた規

模の地震が発生した場合，職員にメールが配信され，安否確認や出勤の可否に

ついて選択式で入力して報告するようになっています。自由記載のコメント欄

も用意されており，その情報は総務課長や会計課長といった管理者に提供され，

逆に，管理者からサービスを介して職員に連絡をすることもできます。 

（委員長） 

     次に，上部機関や下部機関との連携についてです。当裁判所は，上部機関と

して札幌高等裁判所がある他，管内には江差支部と，松前簡易裁判所，八雲簡

易裁判所，寿都簡易裁判所の４つの庁を抱えています。また，防災訓練は，管

内の裁判所も巻き込んで実施していますが，平時における防災対策においてど

のように連携すべきか，災害時，本庁が被災した場合，あるいは管内の裁判所

が被災した場合にどのように連携すべきかなど，御意見をいただきたいと思い

ます。  

（事務局） 

函館市の担当者から伺ったところによると，函館市では，北海道との間で防

災ネットワークが接続されており，災害情報などが逐次入ってくるようですが，

むしろ直接気象庁のホームページを見たりして情報収集する方が早いことも多

いとのことでした。また，函館市では，公共情報コモンズ（地方公共団体等か

らの災害情報を集約してメディアから発信する取組）にも参加しているとのこ

とでした。裁判所としても，この災害情報を利用できるか検討していきたいと

考えています。 

災害時には本庁舎に災害対策本部が置かれ，合併した旧町村である４支所と，

衛星携帯電話等を利用した情報共有を行って，被害状況等の情報収集を行い住

民の避難が必要か否か等の判断を行うそうです。しかし，基本的には，現地で

状況を把握して臨機に行動する必要があり，支所において災害が目前に迫って

いる場合など，即決即断を要する場合は，支所が意思決定等を行うことができ

るようになっているそうです。裁判所の支部についても，いちいち本部の判断

を受ける暇があるのか，周囲から避難を受け入れるのかなど，検討を要するの

ではないかという御意見でした。 

 （委員） 

検察庁では災害時，電話やインターネットはつながらないと考えられますの

で，衛星携帯電話を設置し，試験通話をして緊急時に備えています。 

（委員） 

      七飯町は北海道や他の市町村とも連携態勢を築いており，民間企業とも自動

販売機の飲料提供について提携しています。 
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（委員長） 

次に，避難を終えたあと，業務の継続や来庁者や職員の帰宅を検討するため，

函館市内の被災状況を把握する必要があります。 

ガス・水道・電気の被災状況や交通の状況について情報を得るために，どの

ような方法があるのか，裁判所としては，マニュアルの「災害情報一覧表」に

あるとおり，電話による確認やインターネット等の活用を考えておりますが，

通信に障害が出る場合も考えられます。 

      また，当庁では，毎年，先程説明があったような準備を重ねて防災訓練を行

っておりますが，残念ながら，部署によっては，行方不明者が出て捜索中であ

ることを知っていても，自ら動くことなく，指示待ちの姿勢に終始した職員も

見受けられました。また，ワーキンググループから，管理職員の危機管理能力

の向上のため，研修や演習が必要との指摘もなされました。そこで，職員の防

災意識を維持・高揚させるために，あるいは，管理職員のスキルアップのため

に，有効な方策にはどのようなものがあるのか，御意見をいただきたいと思い

ます。 

 （事務局） 

本日御欠席の，中学校校長をされている家裁委員から，事前に御意見を伺っ

たところでは，訓練は繰り返し行って，行動のイメージを持ち，共有すること

が重要とのことでした。ただし，それによってマンネリ化しないように，抜き

打ちの要素を入れて，休み時間に訓練を実施したりしているそうです。また，

災害によってどのような被害があるかという資料を示して，具体的なイメージ

を持たせるようにしているそうです。このような継続的な取組みによって，生

徒達は真剣さを増し，適切な避難行動を行うようになったそうです。大人であ

っても同様との御意見でした。 

 （委員） 

職員の防災意識の維持・高揚について，七飯町では，駒ヶ岳噴火を想定した

訓練を行っており，高齢者の避難なども念頭に置いています。また，大雨・暴

風のときや，そのおそれのあるときには，役場の職員も消防の職員と一緒に日

頃から現場で対応しているので，防災意識は必然的に維持されています。 

（委員） 

検察庁では，身柄を拘束されている人の安全確保を念頭に置いて訓練を行っ

ています。警察とも連携して，最もシンプルで確実な方法で避難する方策を職

員から募って実践しています。例えば，身柄拘束されている人と職員を分けず

に一カ所に避難させて確認したほうがよいとの意見があり，それを取り入れた

訓練も行いました。 

安否確認サービスを訓練で利用し，抜き打ちで訓練を行って，安否報告が遅

かった職員に指導もしています。繰り返すことによって意識も高まってきます。 

緊急時に備え，少年刑務所や鑑別所など関連する連絡先を確認しておくこと

が重要です。 

（委員） 
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      災害時に職員を近隣の救助活動等に派遣することまで想定しているのでしょ

うか。例えば３．１１（東日本大震災）を想定しているのでしょうか，という

ように，何に対応するためにどのようなスキルを身に付ける必要があるのかに

よって，スキルアップの方策が決まってくるのではないでしょうか。 

 （委員） 

同僚が裁判所に出向いているときに３．１１の地震が発生し，警報があった

にもかかわらず，特に避難の指示などがなかったと聞いています。現在は改善

されていますか。 

 （委員） 

      現在は，災害があれば全ての手続を中断することで裁判官も職員も意思統一

が図られています。 

（事務局の案内で，災害備品及び備蓄品の見学を行った。） 

 （委員長） 

      実際に災害備蓄品等を御覧いただいて，当庁における備蓄品の整備状況はい

かがだったでしょうか。備蓄品として，更に整備したほうがよいと思われるも

のはなかったでしょうか。 

 （委員） 

      食料の備蓄量は何を基準としたのですか。 

 （事務局） 

     食料の備蓄については，１５０人の３日分を想定しています。津波避難ビル

受入の６００人については，食事の供給までは市から求められていませんが，

災害時には臨機に対応することになると思います。 

（委員） 

情報収集の手段として，テレビは庁舎内に何台ありますか。 

 （事務局） 

４台です。避難者にどのように情報を伝達するかについては，今後，検討し

ていかなければなりません。 

（委員） 

      検察庁は，検察官，事務官，参考人・被疑者，警察官が使用できるようにヘ

ルメットをおいています。事務室には非常用持出袋も用意しています。また，

電源については，ガソリンを使用する発電機３台に加え，カセットガスを使用

できるものも２台用意しています。情報伝達のためにトランシーバーも用意し

ています。トイレは本庁に２８台，排泄用の袋は２０００袋の用意があります。

支部にも各１台用意しています。水は５００ミリリットルが約３０００本，１．

５リットルが約１３０本用意されています。 

（事務局から津波避難ビル指定の経緯説明を行った。） 

 （委員長） 

     津波避難ビル指定の経緯等について説明がありましたが，この建物は，電源

設備が地下にあるため，津波による浸水によって電源を喪失することが予想さ

れます。そこで，津波避難ビル指定に当たり，避難場所の照明用の電源確保の
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ため，３階，４階，５階の各フロアー用として１台ずつ合計３台のインバータ

発電機を，照明のために合計１３台の投光器を，更に発電機用の缶入りガソリ

ン１７６リットル分を購入しました。また，次回の防災訓練では，近隣住民に

対する避難誘導を訓練に取り入れることも検討しています。 

その他にもいろいろと検討不足のことがあると思われます。先程からの説明

などを聞いて，他に準備すべきことや克服すべき問題などについて御意見をお

聞かせ願いたいと思います。また，最後に，裁判所の防災対策全般に関して，

御意見があればお伺いいたします。 

（委員） 

      停電時は業務のみならず色々なところに支障が出ます。断水の心配もあるの

で，電源の確保を考えたほうがよいと思います。 

（事務局） 

当庁舎は地下に自家発電装置があるので，津波による浸水で使えなくなるこ

とが予想されます。そのため，屋上に自家発電装置を移設することも検討しま

したが，予算等の関係で見送られ，現在の移動式のものを整備することになり

ました。 

（委員） 

冒頭の事務局からの説明の中で，裁判員候補者を氏名で呼べないという話が

ありましたが，どういうことですか。 

（委員） 

      プライバシーの関係もあって，裁判員候補者の○○さんという捜索の仕方は

なるべく避けたいという配慮から防災訓練の現場で戸惑いがあったものです。

しかし，命に関わる問題ですから，臨機にやることになると思います。 

（委員） 

      災害の現場などでも，要援助者について，プライバシーの問題で，持病など

の情報が不足して苦慮するということを聞いたことがあります。 

 （委員） 

      訓練を繰り返し行うと慣れてしまいますが，実際の災害は特別な状況ですか

ら，防災上の心理学の研修を取り入れてはどうでしょうか。また，裁判所は来

庁者の人数を把握していますか。 

（委員長） 

      法廷傍聴は自由に出入りが可能であり，傍聴人の数などは把握していません。 

 （委員） 

      私を含め，裁判所に来る人は，何か用務先があって来庁すると思われますの

で，各用務先の責任者において責任を持って対応していただいていると認識し

ています。 

 （委員） 

      青森で台風の被害に遭ったことがありますが，個人通信系の通信手段から先

につながらなくなるということを実感しました。３．１１でも携帯電話はつな

がりませんでしたが，インターネット回線はつながっていましたので，ＢＢＳ
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（インターネット上の掲示板）を安否確認等の通信手段とすることを考えても

よいと思います。また，防災無線のように従来型の通信手段が災害に強いと考

えられますので，整備を検討しておくとよいと思います。 

 （事務局） 

      当庁も衛星携帯電話１台と災害時用のパソコンを１台整備しています。 

 （委員） 

      広い屋上があるのですから，太陽光発電を検討してはいかがですか。 

 （事務局） 

      予算の問題も考えつつ，今後検討していくことにしたいと思います。 

 （委員） 

      データの持ち出しが重要と考えますが，どのように対応するのですか。 

（事務局） 

      サーバーデータのバックアップが毎日行われており，非常時はバックアップ

データを持ち出し袋に入れて持ち出すことになります。リアルタイムのデータ

ではありませんが，保全されています。 

（４）次回委員会のテーマについて 

 （委員長） 

      次回の地裁委員会，家裁委員会のテーマについて，何か御提案はありますか。 

（委員） 

      次回は地方裁判所委員会と家庭裁判所委員会の合同開催として「働きやすい

職場環境の整備について」というテーマを取り上げたいと思いますが，いかが

でしょうか。 

最近は，職場内でワーク・ライフ・バランスという考え方が浸透してきてお

り，仕事だけではなく，自分の生活も充実させたいと考える職員も多くなって

きているようです。また，このワーク・ライフ・バランスを意識した働き方の

見直しについては，各企業や自治体でも関心のあるところではないかと思いま

す。そこで次回は「働きやすい職場環境の整備について」，副題として「働き方

の見直しを考える」というテーマを取り上げたいと思いますが，いかがでしょ

うか。 

（意見なし） 

（委員長） 

      次回は「働きやすい職場環境の整備について（働き方の見直しを考える）」を

テーマとし，地裁委員会と家裁委員会の合同開催とすることでよろしいでしょ

うか。 

（異議なし） 

（委員長） 

      次回期日について平成２７年７月６日（月）午後３時から地裁委員会と家裁

委員会の合同開催といたします。 

（５）閉会宣言（総務課長）                                            

以 上  

 


